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国名 マレーシア

公的年金の体系

被保険者

（◎強制）

（△任意）

公務部門（JPA）の正社員�◎

（1992年以降の採用者はJPAかEPFへの加入かを選択できる。技術者や医師など将来

民間部門へ移る可能性がある人など，公務部門の１％がEPFを選択している）

民間部門の正社員（EPF）◎，非正規社員および自営業者等は△

保険料率

（拠出率）

公務部門（JPA）　�連邦政府と州政府は職員給与の5.5％，その他の公務部門機関は職

員給与の17.5％を全額公費負担しており加入者の負担はなし

民間部門（EPF）（60歳まで）事業主13％，被用者11％（2013年８月より）

（ただし，従業員の月収が5,000リンギを超える場合の事業主負担は12％）

　　　　　　　　（60～75歳まで）事業主6.5％，被用者5.5％

（ただし，従業員の月収が5,000リンギを超える場合の事業主負担は6.0％）

支給開始年齢 公務部門（JPA）原則60歳（40歳以上で勤続10年以上の任意退職でも支給）

（2012年１月より定年年齢の引き上げに併せて支給開始年齢も60歳に引き上げられた）

民間部門（EPF）勘定Ⅰは55歳，勘定Ⅱは50歳（民間企業の退職年齢を60歳とする「最

少退職年齢法案」が2013年７月１日より施行されたが，勘定Ⅰは55歳で引き出し可能，

勘定Ⅱは50歳で引き出し可能で変更なし）

給付の構造 公務部門（JPA）　年金　1/600×在職月数（上限360カ月）×最終給与
退職金　0.075×在職月数（上限なし）×最終給与

民間部門（EPF）　積立金の元利合計（一括または毎月払い有期年金）

所得再分配 公務部門（JPA）　あり

民間部門（EPF）　なし

国庫負担 公務部門（JPA）　あり（全額）

民間部門（EPF）　なし

年金制度における最低保障 公務部門（JPA）　あり（勤続25年以上で最低保障月額720リンギ）

民間部門（EPF）　なし

無年金者への措置 高齢者手当を支給（60歳以上で所得がない人への現金給付）（月額300リンギ）

公的年金と私的年金 企業年金は大企業や外資系企業を中心に存在するがごく少数

老後資金の貯蓄を目的に確定拠出型の個人退職勘定制度「民間退職年金スキーム

（PRS：Private�Retirement�Scheme）」が2012年12月開始（年間3,000リンギまで所

得控除）

国民に対する個人年金情報

の提供

公務部門（JPA）　なし

民間部門（EPF）　Webサイト上で自分の積立状況等を照会できる機能あり
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マレーシアの年金制度

　菅谷和宏（三菱UFJ信託銀行株式会社　

� 年金コンサルティング部　主任調査役）

１．制度の特色

　マレーシアの社会保障制度は大きく公務部門と民

間部門に分かれており，公務部門では老齢保障（老

齢年金及び退職一時金）から遺族年金，障害年金，

医療保障，労働災害保障まで充実した保障をJPA

（Jabatan�Perkhidmatan�Awam�Malaysia）「公務

員社会保障局」が担う。一方，民間部門は，老齢保

障はEPF（Malaysian� Employees’Provident�

Fund）「従業員積立基金」（マレー語標記KWSP）

が担い，遺族年金，障害年金，医療保障，労働災害

保障は，SOCSO（Social�Security�Organization）「労

働者社会保障機構」（マレー語標記PERKESO）が

担う。以下は，2012年６月の現地JPA，EPF，

SOCSO，マレーシア証券委員会（The�Securities�

Commission�Malaysia）への訪問調査を基に，最

新の動向を踏まえて記したものである。（１リンギ

＝28.2円で換算，2018.2.5）

２．沿革

　公務部門における老齢保障は，1875年の連邦立法

会議での創設を発端とし，1951年の政府年金法によ

り創設された。JPAは，1980年の年金法（Pension�

Act�1980）を基本法とし，職域毎にそれぞれ年金法

が制定され，職域毎に分かれた制度体系となってい

る。

　民間部門における老齢保障は，イギリス植民地時

代に発達したゴム園や錫（すず）鉱山の労働者のた

めの簡素な貯蓄として開始された。1947年にゴム園

労働者による賃上げ要求と社会福祉制度の充実のた

め，ストライキやデモが頻繁に起こるようになった。

また，マラヤでは1948年２月に発効した連邦協定が

マレー系住民に有利であるとして，非マレー系の中

国系住民などが反発し，マラヤ共産党の武力蜂起が

起こったことから，政府は国民に安心を与える政策

として，1951年のマラヤ連邦立法会議においてEPF

法（Employees�Provident�Fund�Ordinance）を成

立させ，1952年に民間労働者のための老齢保障を担

うEPFを創設した。1991年には現在のEPF法（The�

Employees�Provident�Fund�Act�1991,�Act�452）に

整備され，民間部門の労働者は強制加入とされた。

さらに，2010年には自営業者，家事使用人，非正規

労働者，外国人労働者も任意で加入できることとな

った。

　民間部門の老齢保障以外については，1952年に労

働 災 害 補 償 法（Workmen's�Compensation�Act�

1952）が制定されたが，十分な効果が発揮できなか

ったため，1969年に労働者社会保障法（The�Em-

ployees’Social�Security�Act�1969）が制定され，

民間部門の労働者のための遺族年金から障害年金，

医療保障，労働災害保障を担う制度としてSOCSO

「労働者社会保障機構」が1971年に設立された。

３．制度体系の概要

　JPAは，退職時に退職一時金と併せて老齢年金が

終身で支払われる。加入対象は，⑴連邦政府職員，

⑵14州（含むクアラルンプール連邦直轄地）の政府

職員，⑶法定機関職員，⑷地方機関職員，⑸軍隊，

⑹裁判所判事，⑺議員（連邦下院，上院，州議員），

⑻政務秘書官で，⑴～⑷で約120万人となっている。

⑴～⑻の職域毎に制度が分立しており，⑴～⑷の間

での転職はポータビリティが確保され，勤続年数が

通算されるが，⑴～⑷とそれ以外の⑸～⑻の間での

転職については，勤続期間の通算は行われず，それ

ぞれの制度から給付が行われる。

　また，1991年及び1992年の法改正により，これ以

後に採用された公務員等はJPAかEPFのどちらか

の加入を自ら選択できるようになった。JPAは本人

負担もなく，EPFよりも保障内容が手厚いため，ほ

とんどはJPAの加入を選択するが，民間企業に移っ

た場合にJPAからEPFへのポータビリティがない

ため，技術者や医師など，将来，民間企業に移る可

能性が高い職業の人など，公務員等の約１％がEPF

の加入を選択している。

　EPFは拠出建ての積立基金で，拠出された積立

金に運用益を加算した金額が一括または毎月均等払

いで支払われる（55歳または50歳での引き出しが可

能）。民間従業員には退職金がなく，EPFが老後所

得保障機能を担っている。加入対象は，民間企業で
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働く従業員及び公務部門で働くJPAに加入できない

非正規労働者やパート労働者で，企業規模や労働時

間に関係なく強制加入となる。自営業者や家事使用

人，外国人労働者等は任意で加入することができる。

なお，EPFは途中で転職した場合でもEPF番号が

転職先に引き継がれ，積立資産が引き継がれる。

EPFの加入者数（Active�member）は，2014年の

666万人から2016年は688万人に３％増加，加入企業

は530,166社から540,833社に２％増加した。マレー

シアの全労働人口1,449万人（2015年）のうち，公

務部門労働者を除いた民間労働者のEPFへの加入

割合は47％程度と想定される。EPFの任意加入者

数は，自営業者等約190万人で，そのうち自営業者

と家事使用人が約2.4万人（1.3％），外国人労働者

は約24万人（12.6％）となっている（2012年）。

　EPFの個人貯蓄口座は，従来は「勘定Ⅰ～Ⅳ」

に分かれていたが，「勘定Ⅲ」は，2007年１月に廃

止されて「勘定Ⅱ」に統合された。「勘定Ⅳ」も

2007年に廃止され，現在は「勘定Ⅰ」と「勘定Ⅱ」

の２つの勘定で管理されている。

＜EPFの積立金（個人貯蓄口座）の管理方法＞（図

表１）

【勘定Ⅰ】60歳以降の老齢保障を目的とし，拠出金

の70％が積み立てられる。55歳まで引き出しができ

ず，55歳または退職時に積立金と運用益の合計額を

①一時払い，②毎月均等払い，③両方の組み合わせ

から選択して受け取る。

【勘定Ⅱ】1980年の法改正で創設され，住宅の購入

や子どもの教育費，医療費を目的として拠出金の

30％が積み立てられる。これらの使用目的内であれ

ばいつでも引き出すことができ，50歳になれば目的

外での引き出しも可能である。

【勘定Ⅲ】1994年の法改正で創設され，重篤な疾病

の治療費（家族にも適用）を目的として拠出金の

10％が積み立てられていたが，2007年に廃止されて

「勘定�Ⅱ」へ統合された。

【勘定Ⅳ】2001年の法改正で創設され，加入者が55

歳になるまで「勘定Ⅰ」の積立金の最大50％までを

任意で「勘定Ⅳ」に積み立てることができ，55歳以

上で24,000リンギ以上の積立金があれば，55～75歳

まで毎月100リンギの最低年金を受け取る。55歳到

達時に一時金で受け取る人が多く，短期間で消費し

てしまう傾向があることから導入されたが，実際に

は「勘定Ⅳ」を使用する人がごく少数であったため

2007年に廃止された。

　SOCSOには，障害年金，遺族年金，医療保障，

労働災害保障の４つの機能がある。労働災害保障に

は，労働災害を負った場合の給与保障や医療費の支

給が含まれる。加入対象は，マレーシア国籍及びマ

レーシア永住権を持つ民間企業の労働者で，年齢や

労働時間に関係なく非正規労働者も対象となる。な

お，自営業者や家事労働者，外国人労働者は加入対

象外である。労働者のうち強制加入者は賃金が月額

3,000リンギ（約84,600円）未満の者で，月額3,000

リンギ以上の労働者には加入義務はないが，雇用主

の了承を得て任意で加入することができる。なお，

月額3,000リンギ未満であった者が，昇給等により

3,000リンギ以上になった場合は，そのまま加入し

続ける必要がある。加入者数（Active�member）

は2014年の620万人から2016年には659万人まで

6.3％増加，加入企業は40万社から42.7万社に6.7％

増加した。マレーシアの全労働人口1,449万人（2015

年）のうち，公務部門労働者を除いた民間労働者の

種類 目的・使用用途 備考

勘定Ⅰ 60歳以降の老齢保障を目的として拠出金の70％を積み立て 55歳以降受給可

勘定Ⅱ 住宅購入，教育費，医療費を目的として拠出金の30％を積み立て
目的内であれば

いつでも支払可

勘定Ⅲ 重篤な疾病の治療費を目的として拠出金の10％を積み立て
2007年に廃止

（勘定Ⅱへ統合）

勘定Ⅳ

55歳まで「勘定Ⅰ」の積立金の最大50％までを任意で「勘定�Ⅳ」

に振替，24,000リンギ以上になれば，55～75歳まで毎月100リン

ギの最低年金が支給される

2007年に廃止

（図表１）EPFの積立金口座管理方法

（出所）筆者作成
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SOCSOへの加入割合は45.5％程度と想定される。

４．給付算定方式と支給開始年齢

　JPAの支給開始年齢は従来55歳であったが，法令

により段階的引き上げが行われ，2012年１月１日か

ら公務員の退職年齢が58歳から60歳に引き上げられ

たことに合わせて60歳となっている。

　老齢年金の受給要件は，６～24カ月の試用期間終

了後，３年経過後に次の事由で退任し，60歳（2012

年１月１日以降退職者）に達した場合または在職中

及び年金受給中に死亡した場合である。退任事由は，

①60歳に達した場合（2012年１月１日以前は58歳到

達時），②健康上の事由による退任，③部署や事務

所の廃止による退任，④組織の統廃合による退任，

⑤公共の利益のための強制退職，⑥外国籍を取得し

た場合，⑦就業時の虚偽申告による解雇である。勤

続10年以上で40歳以上であれば，本人の意志による

任意退職時でも老齢年金が支給される。本人が業務

上での災害を負った場合は，労働災害の程度に応じ

て障害年金が支給される。本人が就業中または年金

受給中に死亡した場合は遺族に遺族年金が支払われ，

配偶者または未婚の子どもが21歳になるまで（21歳

以上でも高等教育を受けている間は卒業するまで）

支払われる。本人が就業中に死亡した場合の退職一

時金は配偶者または子どもに，本人が独身の場合は

両親に支払われる。医療保障は，就業中及び退職後

も，本人と配偶者及び子どもについて，政府医療機

関での医療費が無料となり，入院した際には補助金

が支給される。本人が死亡しても配偶者及び子ども

が18歳になるまでは医療保障が受けられる。

　退職一時金の算定方法は「7.5％×勤続年数（上

限なし）×最終給与」で，退職時に有給休暇が残っ

た場合は150日を限度として，有給休暇１日あたり

「１/30×月額報酬（賃金＋諸手当）」が加算される。
　年金の算定方法は「１/600×勤続年数（上限360
カ月）×最終給与」で，年金額の計算時には財政上

の理由から勤続年数については2009年１月１日より

360カ月が上限とされ，年金額は最終給与の５分の

３以下となるように上限が設けられている。年金額

は25年以上勤務した場合には最低保障額として月額

720リンギ（約20,300円）を支給。また，年金額は

1980年に賃金の上昇に応じて毎年の年金額を改定す

る仕組みが導入されたが（過去10年間の平均賃金上

昇率は2.6％），年金額改定の煩わしさから，今後の

マレーシア経済の成長率を見込んで，2013年以降は

年金額を毎年一定率（２％）増額する仕組みに変更

された。

　一方，民間企業の定年年齢は従来規定がなく，大

部分の企業で55歳定年制を採用していたため，EPF

からの引き出し年齢も55歳と規定されていた。しか

し，公務員の定年年齢の60歳への引き上げに伴い，

民間企業の定年を60歳に義務付ける「最少退職年齢

法案」（Minimum�Retirement�Age�Act�2012）が

2012年６月28日に下院議会で承認，同７月17日に上

院議会で承認され，2013年７月１日に施行された（同

法施行前に55歳以上で退職しその後再就職する者を

除く）。なお，EPFからの引き出し可能年齢は，従

来どおり「勘定Ⅰ」は55歳，「勘定Ⅱ」は50歳である。

加入者が死亡した場合及び障害により働くことがで

きなくなった場合は，積立資産にプラスして，死亡

時に2,500リンギ，障害時に5,000リンギの付加給付

金が遺族または本人に支払われる。

　SOCSOの受給要件は，55歳までに疾病となり，

政府の医療機関による証明書を受け，さらに保険料

の納付要件が満たされていることが必要となる。民

間の医師に証明書を受けた場合は，不正申請防止の

ために政府担当医師の確認書が必要である。保険料

の納付状況により，「本来給付」と「減額給付」の

２種類の給付がある。

　本来給付は，直近の40カ月の間に24カ月間以上の

保険料納付済期間があること及びSOCSOに加入し

てからSOCSOが障害年金の申請を受理した月まで

少なくとも３分の２以上の保険料納付済期間がある

ことが必要。本来給付の支給額は，保険料納付済期

間に応じて平均賃金の50～65％相当額が支払われる。

保険料納付済期間が24カ月を超える同期間に対して

は，12カ月につき平均賃金の１％を加算した金額が

加算される（平均賃金は直近24カ月の標準賃金を対

象とする）。減額給付は，加入してから障害年金の

申請が受理された月まで，３分の１以上の保険料納

付済期間があること及び最低24カ月間の同期間が必

要。減額給付の支給額は，平均賃金の50％相当額ま

たは最低月額250リンギが支払われる。障害給付金

及び遺族給付金は非課税扱いとなる。障害年金の受
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給者数は2014年の49,959人，給付総額４億9,682万

リンギから，2016年には受給者58,436人（17％増加），

給付総額６億1,148万リンギ（23％増加）となり，

遺族年金の受給者数は2014年の216,001人，給付総

額８億3,470万リンギから，2016年には受給者

249,018人（15％増加），給付総額10億5,234万リン

ギ（26％増加）となっている。今後も人口増加によ

る，障害給付及び遺族給付の増加が見込まれ，財政

への負担はさらに重くなっていくと考えられている。

５．負担，財源

　JPAの財源は，政府及び地方機関が保険料を全額

負担し，本人負担はない。連邦政府及び州政府は職

員給与の５％，地方政府及びその他の法定機関は職

員給与の17.5％を「連邦統合基金（Federal�Con-

solidated�Fund）」に拠出する。

　EPFの財源は，雇用主と従業員の保険料により

賄われており国庫負担はない。保険料は60歳未満

（「最少退職年齢法案」2013年７月１日施行に伴い

2013年８月以降は60歳未満に変更）と60歳から75歳

までの２段階の拠出率が設定されている。拠出率は

1951年の制度発足当初は労使共に各々５％で開始さ

れたが，1954年の法改正で，労使いずれかの意向に

より，この率に上乗せした拠出が認められるように

なった。1977年からは，雇用主は従業員よりも高い

拠出率としなければならない規定が加えられ，拠出

率の下限も雇用主７％，従業員６％に引き上げられ

た。2004年６月には雇用主12％，従業員11％に引き

上げられ，さらに2012年１月からは雇用主13％（但

し，従業員の月収が5,000リンギを超える場合は

12％），従業員11％に引き上げられた。定年年齢以

降の60歳～75歳までの拠出率は，雇用主6.5％（但し，

従業員の月収が5,000リンギを超える場合は６％），

従業員5.5％である（図表２）。従業員の拠出分は，

一般の生命保険の保険料と合わせて年間6,000リン

ギまで所得控除が受けられる。雇用主は税控除の対

象給与総額の19％まで損金算入が認められる。

　自営業者等の任意加入者は，自分で拠出額を決め

られ，最低で50リンギ，最大で5,000リンギ（約

133,500円）まで自由に拠出することができ，毎月

拠出する必要はなく，いつでも好きな時に拠出でき

る。また，自営業者等への政府補助として，本人が

拠出した金額の５％相当額（最大で年間60リンギ）

を政府が補助する措置が取られている。外国人労働

者は，本人が月給の11％，雇用主が月額５リンギを

拠出する（図表３）。

　SOCSOの財源は，雇用主と従業員の保険料で賄

われており，労働災害保険は，給与の1.25％を雇用

主が全額拠出し，障害年金及び遺族年金については

給与の1.0％を雇用主と従業員が折半し，0.5％ずつ

拠出する。

６．財政方式，積立金の管理運用

　JPAは，全額国庫負担の賦課方式（pay-as-you-

go）が採用され，拠出された資金は「連邦統合基

金（Federal�Consolidated�Fund）」として政府予算

全体の中で，他の予算と一緒に財務省により管理が

なされている。

　EPFは，積立方式による拠出建て制度で，積立

金の運用益は非課税で，積立金の運用利回りには，

（図表２）EPF強制加入者（被用者）の拠出率（2013年８月１日以降）

（出所）筆者作成

区分 年齢 月額給与 雇用主 従業員

被用者

60歳未満
5,000リンギ以下 13.0％ 11.0％

5,000リンギ超 12.0％ 11.0％

60～75歳
5,000リンギ以下 6.5％ 5.5％

5,000リンギ超 6.0％ 5.5％

外国人労働者 5リンギ 11.0％

（図表３）EPF任意加入者（自営業者）の拠出額

（出所）筆者作成

区分 本人拠出 政府補助

自営業者等 50～5,000リンギの範囲で拠出 本人拠出の５％（年間最大60リンギ）
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2.5％の最低保障利率が付与されている（2016年度

のリターンは5.70％）。2016年の総資産額は，2014

年の6,365億リンギから7,311億リンギ（約20.6兆円）

に14.9％増加し，これはマレーシアの2016年の名目

GDPである１兆2,295億リンギ（約34.7兆円）の

60％に相当する。加入者は2014年の666万人から

2016年は688万人と３％増加し，１人当たりの資産

額は2014年の95,570リンギから2016年は106,266リ

ンギ（約300万円）まで増加した。EPFの資産額は

アジアでは日本（GPIF）を除いて，韓国に次いで

２番目に大きな年金ファンドとなっている。

　EPFにおける投資の基本方針は，積立金の保護

を第一とした低リスク運用が行われている。積立金

の投資対象は，1991年のEPF法第26条（EPF�Act�

1991,�Section26）により規定され，従来は政府関

連証券（MGS）に70％以上を投資することが義務

付けられていた。マレーシア政府は，1970年代から

公的機関による土地開発政策を進め，国債の発行に

より財源を調達し，国債の引き受け手としてEPF

が財源を提供していた。しかし，1990年代に公的機

関の民営化が進められ，政府関連証券（MGS）の

発行額が減少，一方ではEPFの資産規模が増大を

続けたことから需給関係がアンマッチとなり，政府

関連証券（MGS）への投資割合が50％以上に引き

下げられ，さらに1997年には同条項の適用が免除さ

れた。これによりEPFの資産は，貸付（ローン），

株式，金融市場などへ投資対象の拡大が行われるよ

うになった。また，ボラティリティリスクと為替リ

スクへの対応から，海外債券，海外株式，海外不動

産，プライベートエクイティ等への分散投資の拡大

政策が進められ，2011年には通貨変動への対応とし

て海外資産投資におけるガイドラインを策定し，為

替ヘッジ政策が導入された。海外資産への投資割合

は23％まで認められており，2015年には日本の不動

産への投資も開始された。基本方針による政策アセ

ットミックスは，政府関連証券（MGS）及び債券・

貸付（ローン）51％，株式36％，金融市場３％，不

動産10％と規定。2016年度の実際の投資割合は，政

府関連証券（MGS）24.8％，債券・貸付（ローン）

23.8％，株式42.3％，金融市場5.1％，不動産４％

で（図表４），2016年度の投資リターンは5.70％で

あった（図表５）。

　SOCSOの2016年の総資産額は，2014年の225億リ

ンギから265億リンギ（約7,473億円）まで17.7％増

加し，加入者は2014年の620万人から2016年には659

万人まで6.3％増加した。積立金投資の基本原則は，

資産の保護を第一とした安全原則が貫かれ，固定金

利などによる低リスク運用が行われている。アセッ

トアロケーションは，財務省により定められ，2016

年度の投資割合は，政府関連証券（MGS）40.5％，

民間社債（CDS）11％，金融市場28.5％，国内株

式17.6％，不動産2.4％となっている。なお，SOCSO

でも不動産投資を2016年より開始した（図表６）。

７．制度の企画，運営体制

　JPAの資産は，政府予算である「連邦統合資金

（図表４）EPF資産構成割合（2016年）

投資商品 割合

政府関連証券（MGS） 24.8％

債券・貸付（ローン） 23.8％

金融市場 5.1％

国内株式 42.3％

不動産 4.0％

（出所）KWSP（EPF）「ANNUAL�REPORT�2016」p.70より筆者作成

（％）（図表５）EPF の配当率（Dividend Rates）（2000年～2016年）

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

6.00 5.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.15 5.80 4.50

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

5.65 5.80 6.00 6.15 6.35 6.75 6.40 5.70

（出所）KWSP（EPF）「ANNUAL�REPORT�2016」p.66より筆者作成
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（Federal�Consolidated�Fund）」に積み立てられ，

財務省により予算管理が行われている。

　EPFは，保険料の徴収，積立金の運用，積立金

の支払いを行っており，マレーシア議会への報告義

務を負う。所管官庁は財務省で，EPF理事会が設

置され，運営方針の決定が行われる。EPF理事会

は政労使の代表と国際金融や会計の専門家により構

成されている。また，EPF理事会と同じレベルの

位置付けとして，中央銀行と財務省の専門家による

投資委員会が設置され，積立金の投資方針や投資戦

略が決められる。EPF理事会は２カ月に１回開催

されるが，投資委員会（Investment�Panel）は市場

の上下動にすばやく対応するために隔週で開催され

ている。EPFの投資戦略は常に適切なアセットク

ラスへのリスク分散を確実に行うことにあり，投資

行動に対しては厳しい投資基準が適用され，全ての

投資行動を行う前に，投資行動と意思決定について，

マネジメント投資委員会，リスクマネジメント委員

会，投資委員会リスク小委員会，投資委員会により

内容が精査される。EPFの本部は首都クアラルン

プールにあり，各州に全67の支社（Branch�of-

fice）がある。

　SOCSOは，保険料の徴収，積立金の運用，積立

金の支払いを行っており，所管官庁は財務省である。

投資戦略部門が置かれているが，投資方針は財務省

の指針に基づいて行われており，SOCSOの本部は

首都クアラルンプールにある。

８．最近の議論や検討の動向，課題

　マレーシアの社会保障制度は，公務部門は全額国

庫負担により本人負担はなく，老齢保障（年金）と

医療保障は終身である。一方，民間部門の老齢保障

は雇用主と従業員による保険料を財源とする積立基

金で国庫負担はなく，公務部門と民間部門には大き

な格差がある。世界保健機構（WHO）の「World�

Health�Statistics�2017（世界保健統計�2017）」によ

ると，マレーシアの平均寿命は男性73歳，女性77歳，

人口は3,033万人（2015年），合計特殊出生率は2.1％

となっており，厚生労働省「海外情勢2016年」によ

ると，高齢化率は5.8％（2015年）まで上昇している。

さらに，経済社会総合研究所（ESRI）の推計によ

ると，�2050年には人口は3,995万人の1.3倍に増加し，

同年には平均寿命が男女平均で79.6歳まで延び，高

齢化率も15.7％まで上昇する見込みである。一方，

合計特殊出生率は1.85％に減少し，今後，急激な少

子高齢化が進展すると予想される。

　そのため，JPAでは，将来的な財政上の懸念から，

本人拠出を含めた積立方式の調査研究を始めたとの

ことであったが，今すぐに現行制度が変更されるこ

とはないと思われる。仮に将来的に本人拠出が行わ

れたとしても，医療保障，労働災害保障，遺族保障

については，本人拠出分だけで現在の保障水準を維

持することは困難であり，引き続き政府負担が必要

であろうとの考えを示した。

　SOCSOでも，同じように今後の人口増加に伴い，

就業人口が増え，労働災害や障害年金，遺族年金の

給付が増加する懸念から，資産と負債のバランスが

どのように変化していくのかを調査したうえで，今

後の対応方針を考えていく必要があるとの考えを示

した。1971年の制度設立以来，保険料率が変更され

ておらず，今後は保険料率の引き上げも検討せざる

を得ないだろうとの見方である。

　EPFの加入者は民間労働者の47％程度（2016年）

に留まり，老後保障がない民間労働者が半数以上存

在する。また，EPFに加入していても，ほとんど

の人が退職時に一括で受け取り，短期間に使用して

しまうことが問題となっている。そのため，政府は

社会福祉政策として，所得がない高齢者に対して高

（図表６）SOCSO資産構成割合（2016年）

投資商品 割合

政府関連証券（MGS） 40.5％

民間社債（CDS） 11.0％

金融市場 28.5％

国内株式 17.6％

不動産 2.4％

（出所）PERKESO（SOCSO）「ANNUAL�REPORT�2016」p.145より筆者作成
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齢者手当の支給を実施しており，60歳以上で生計を

得る手段がなく，介護する家族を欠く者に対して，

月額300リンギ（約8,460円）を支給しているが，十

分な水準とは言えない状況である。

　そのため，政府は世界銀行の「Multi-pillar�Pen-

sion�Framework」に基づき，「基本的社会保障

（Pillar�Zero�Service）」政策として，2007年から「基

礎貯蓄計画（Basic�Saving�Plan）」を進め，55歳ま

でに12万リンギ（約338万円）を貯蓄するよう国民

に推奨し，退職後毎月700リンギ（約19,740円）を

平均寿命まで生活費として使用できるように，個人

資産の積立策を推進しようとしている。

　現在，EPFやSOCSOに加入していない企業が約

15～20％あると想定されており，政府は2007年１月

に導入した「国家事業登録システム（Malaysia�

Corporate�Identity：My�CoID）」を利用して，加

入と保険料徴収の促進を図っている。「My�CoID」は，

マレーシア国内で起業をする際に，国家事業認可シ

ステム（BLESS）を通じて必要な登録申請手続き

が一度で行えるように簡素化したものであり，マレ

ーシア国内で会社登記を行うと，マレーシア企業委

員会（SSM）に登録され，「My�CoID」で付された

企業番号（６桁＋CD１桁＝７桁番号）が，IRB（内

国歳入庁），LHDN（内国歳入委員会），HRDF（人

的資源省），EPF，SOCSO等の関係省庁に登記情報

と共に自動的に送付される。しかし，「My�CoID」

が適用されているのは，マレーシア企業委員会

（SSM）の登録権限がある西マレーシアのみで，

東マレーシアのサバ州，サラワク州には適用されて

おらず，十分に機能しているとは言えず，未適用州

への適用範囲の拡大が緊急の課題となっている。

９．個人退職勘定制度（確定拠出型）「PRS 

　　（Private Retirement Scheme）」の動向

　2007年に資本市場サービス法（Capital�Markets�

and�Service�Act�2007）を制定し，マレーシア証券

委員会（The�Securities�Commission�Malaysia）

の下で，EPFを補完し証券市場を通じた個人の自

助努力による老後資金の貯蓄を目的とした「民間退

職年金スキーム（PRS）」が，2012年12月から開始

された。これは18歳以上の全てのマレーシア国民お

よび外国人労働者が任意で加入できる確定拠出型の

個人退職勘定制度で，加入者は政府証券局に認可さ

れたPRSプロバイダーである民間金融機関（外資

系は，アメリカン・インターナショナル・アシュア

ランス，マニュライフ・アセット・マネージメント

の２社，国内系は，Affin�Hwangキャピタル，�

RHBアセット・マネージメント，AMインベスト

メント，CIMBプリンシパル，Kenangaインベスタ

ー，パブリック・ミューチュアルの６社で合計８社）

（図表７）と契約し，民間年金管理機構（PPA：

Private�Pension�Administrator）に個人口座を開

設する。PPAはPRSに関する情報を一元的に管理

する機関で，PRSに関する登録情報や取引記録を

管理し，プロバイダーの運営状況をモニターする義

務を負う。PRSプロバイダーは，株式，債券，預金，

投資信託，不動産などのリスク・リターンの異なる

複数のタイプの投資商品を用意し，加入者はその中

から自由に選択して運用し，スイッチングはいつで

も可能。複数のプロバイダーで運用することもでき，

それらのスイッチングは年１回可能。なお，運用指

図を行わなかった場合には，年齢に応じたデフォル

トファンドで運用される。また，企業が従業員のた

めにPRSを利用することもでき，企業がPRSプロ

バイダーと契約を締結し，事業主が拠出することや，

従業員と合わせて拠出することもできる。拠出は一

括でも毎月でも可能で，プロバイダー間での口座の

移換もできる。個人口座は２つに分かれ，拠出金の

70％がA口座（sub-account�A）に拠出され，55歳

に達するか海外移住するまで引き出せず，残りの

30％はB口座（sub-account�B）に拠出され，年１

回引き出すことができるが，途中でB口座から引き

出した場合は８％のペナルティ課税がなされる（図

表８）。加入者が死亡した場合は遺族に積立金が支

払われる。

　加入者は，個人口座への拠出について年間3,000

リンギ（84,600円）を上限に所得控除が受けられ，

運用収益も非課税となる。また，事業主がPRSに

拠出することも可能で，その場合はEPFへの拠出

分も含めて税控除の対象給与総額の19％まで損金算

入が認められ，従業員の福利厚生制度として活用す

ることができる。引き出しは55歳以降に非課税で一

括または分割での受け取りができる。PRSへの管

理手数料は低くなるように指導され，PPA口座の



各国の年金制度（マレーシア）

75

管理費は無料である。マレーシア証券委員会へのヒ

アリングによると，PRSは，公務部門と比較して

老後所得保障機能が十分でない民間部門の労働者と

自営業者の年金制度を充実させると共に，マレーシ

アの証券市場を発展させようとする意図が含まれて

いるとのことである。

　マレーシア経済は現在順調に推移しており，2017

年第３四半期（７～９月期）のGDP成長率は6.2％

となった。輸出産業が好調で，従来の輸出品であっ

た錫（すず）やゴム，パーム油から，現在では機械

類の輸出が大半を占めるようになっている。ナジ

ブ・ラザク首相兼財務相は10月27日，2018年予算案

を発表し，歳出として前年比7.5％増の2,803億リン

ギ（約７兆9,045億円）を計上し，前年予算案発表

時に提唱された「2050年国家改革」に向け，経済，

社会福祉，地方開発を含めたインフラ整備など幅広

い政策を盛り込んだ。経済状況が好調な一方，今後，

少子高齢化が進展していくマレーシアにとって，国

民の老後保障政策が必要とされており，老後保障が

乏しい民間部門労働者や自営業者等に対する社会保

障機能の柱として，その役割がPRSに期待されて

おり，今後の動向が注目される。

　本稿における意見等については，筆者の個人的見

解であり所属する組織のものではありません。

……………………………………………………………
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